
令和２年度 日野市発達・教育支援センター『エール』 活動報告書より抜粋 

１．心理相談/子どもの詳細な状況を把握するための心理士による相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．巡回相談/心理士等による市内の保育園、幼稚園、小・中学校、学童クラブへの巡回相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．通園事業/児童福祉法に基づく児童発達支援事業（通称名：きぼう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．かしのきシート/0～18歳までに各所属先で支援を受けた内容などを記す個別支援計画 

 

資料１０ 


